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１【提出理由】

平成25年６月25日開催の当行第201期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き、本報告書を提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月25日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

　　　　　１．期末配当に関する事項

イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円    総額511,445,652円

ロ  効力発生日

　　　　　　　　平成25年６月26日

　　　　　２．剰余金の処分に関する事項

イ  減少する剰余金の項目およびその額

　　繰越利益剰余金　　　4,000,000,000円

ロ  増加する剰余金の項目およびその額

　　別途積立金　　　　　4,000,000,000円

　

第２号議案  取締役８名選任の件

　　　　　　  長谷川吉茂、三浦新一郎、石川芳宏、高橋弘充、森谷和博、武田昌裕、　　　　　

　　　　　　　鈴木康介、柿崎正樹の各氏を取締役に選任するものであります。

　

第３号議案  監査役２名選任の件

　　　　　　  安喰 敬、五味康昌の各氏を監査役に選任するものであります。

　

第４号議案  退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　　　 　　　 退任取締役 堤 重雄、谷口茂樹の各氏に対し、当行における一定の基準に従い

　　　　　　　相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

　

第５号議案  役員賞与支給の件

　　　　　　　当期末時の取締役13名に対し総額1,540万円、当期末時の監査役５名に対し総額

　　　　　　　460万円の役員賞与を支給するものであります。　
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

120,554 1,122 0 (注)１ 可決 92.42

第２号議案
取締役８名選任の件
　長谷川　吉茂
　三浦　新一郎
　石川　芳宏
　高橋　弘充
　森谷　和博
　武田　昌裕
　鈴木　康介
　柿崎　正樹

 
109,294
115,966
115,969
115,969
115,967
115,964
116,957
116,980

 
12,378
5,706
5,703
5,703
5,705
5,708
4,715
4,692

 
0
0
0
0
0
0
0
0

(注)２

 
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

 
83.79
88.90
88.91
88.91
88.90
88.90
89.66
89.68

第３号議案
監査役２名選任の件
　安喰　敬
　五味　康昌

 
114,615
106,743

 
7,060
14,932

 
0
0

(注)２
 
可決
可決

 
87.87
81.83

第４号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件

114,841 6,830 0 (注)１ 可決 88.04

第５号議案
役員賞与支給の件

119,752 1,921 0 (注)１ 可決 91.81

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを

合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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